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紹
介
と
批
鱒

ご
場
，
閂
覧
“
国
国
髄
β
財
“

岡
話
帥
零
目
置
O
O
O
昌
o
酎
駐
び
胃
犀
O
詳

　
一
．
閃
詣
o
F
＞
一
蒔
o
目
o
目
o
雛
＜
①
弓
恥
費
げ
H
Φ
β
胃
8
冒
“
一
〇
㎝
伊

　
目
o
摩
鉾

フ
リ
ッ
ツ
．
バ
ウ
ル
著
「
非
訟
事
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
雀
　
手
績
法
総
論
）

　
　
　
e

最
近
三
十
年
間
の
猫
逸
に
お
け
る
肚
會
的
墜
動
は
、
本
來
非
訟
事
件
に
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
一
一
〇
一
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

蜀
し
な
い
一
定
の
法
律
關
係
を
も
、
嚴
格
に
宣
盟
法
を
適
用
し
民
事
訴
訟
に
よ

り
裁
判
す
る
事
を
不
適
當
な
ら
し
め
、
裁
剣
官
の
よ
り
自
由
な
立
場
を
強
調
す

る
手
績
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
ご
こ
に
非
訟
手
綾
は
そ
の
適
用
領
域

を
撰
大
し
た
（
所
謂
葬
訟
事
件
の
新
領
域
と
奮
領
域
）
。
こ
れ
が
た
め
濁
逸
に
お

い
て
は
非
訟
事
件
の
統
一
的
解
麗
に
種
々
の
問
題
が
生
じ
た
事
は
看
過
出
來
な

い
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
こ
そ
現
在
の
濁
逸
非
訟
事
件
法
學
に
課
せ
ら
れ
た

重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
か
か
る
非
訟
事
件
の
擬
大
腰
第
一
次
大
職
後
濁
逸
の
非
訟
事
件
法
學
を

停
滞
せ
し
め
た
。
そ
れ
以
前
の
教
科
書
・
2
ソ
メ
ソ
タ
！
ル
・
論
文
は
奮
領
域

に
の
み
開
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
も
ち
ろ
ん
最
近
国
o
ζ
色
（
O
卜
島
・
屋
鰹
y

誓
置
o
O
q
o
ぎ
o
黄
霧
（
O
〉
且
．
一
〇
蓄
）
等
の
秀
れ
た
註
麗
書
も
出
て
い
る
が
、

暖
系
書
は
僅
か
で
あ
る
（
例
え
ぱ
入
門
書
そ
あ
る
が
■
①
暮
葡
国
3
署
筐
一
瞬
①

O
⑦
昌
魯
罐
蓄
疑
①
雛
）
。
著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
は
鱒
ト
0
酵
ど
魯
、
、

で
あ
る
と
同
時
に
、
從
來
の
か
か
る
鉄
融
を
補
う
四
百
頁
か
ら
な
る
本
格
的
盟

系
書
で
あ
る
融
で
劃
期
的
で
あ
る
。

　
三
　
本
書
は
非
訟
事
件
手
綴
線
論
で
、
各
論
は
近
刊
の
第
二
部
に
牧
め
ら
れ

る
。

⇔

　
欄
　
本
書
は
七
編
三
四
章
か
ら
な
り
、
そ
の
内
容
は
、
第
一
編
司
法
組
織

の
範
園
内
に
お
け
る
非
訟
事
件
の
地
位
、
第
二
編
　
非
訟
事
件
を
司
る
機
關
、

第
三
編
關
係
人
、
第
四
編
手
績
過
程
、
第
五
編
裁
到
所
の
裁
到
、
第
六

編
裁
判
所
の
匪
分
取
準
上
訴
、
第
七
編
費
用
法
、
で
あ
る
。

　
二
　
以
下
順
次
紹
介
す
る
。

七
〇
　
　
（
一
一
〇
二
）

　
第
一
編
は
三
章
よ
り
な
る
。

　
第
一
章
非
訟
事
件
の
本
質
と
使
命
。
著
者
は
こ
の
問
題
を
「
法
に
よ
り
規

律
さ
れ
た
國
家
裁
到
権
の
行
使
」
「
讐
9
註
田
鳴
」
「
非
訟
事
件
の
新
し
い
領

域
」
（
新
奮
爾
領
域
を
含
む
）
の
三
黙
か
ら
検
討
し
、
第
一
融
か
ら
は
非
訟
事

件
と
他
の
裁
判
灌
と
の
匿
別
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
ず
、
第
二
融
か
ら
は
新
領

域
の
非
訟
事
件
を
解
明
し
得
な
い
と
し
、
結
局
爾
手
績
の
本
質
的
差
異
を
、
合

目
的
性
の
観
融
か
ら
す
る
手
績
形
成
の
差
異
（
す
な
わ
ち
揮
力
的
手
績
形
成
・

裁
判
の
餐
更
1
；
上
訴
に
非
ず
ー
・
裁
判
の
實
饅
法
的
内
容
に
關
す
る
裁
量

の
鯨
地
等
の
鮎
そ
民
事
訴
訟
と
は
異
る
と
す
る
）
に
求
め
て
い
る
。
第
二
章

非
訟
事
件
と
他
の
國
家
行
爲
の
匿
別
。
㈲
行
政
お
よ
び
行
政
裁
釧
穰
の
活
動
領

域
と
非
訟
事
件
と
の
限
界
を
裁
判
所
法
（
以
下
O
＜
O
と
略
す
）
＝
二
條
（
普

通
裁
剣
所
の
管
轄
親
定
）
一
七
條
（
管
轄
に
箏
い
あ
る
場
合
の
規
定
）
に
求
め

る
が
、
法
律
上
示
さ
れ
た
事
件
の
み
が
非
訟
事
件
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
と

し
て
い
る
。
移
邊
・
前
提
問
題
の
裁
判
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
法
（
以
下
電
O

と
略
す
）
二
七
六
二
四
八
條
の
準
用
を
認
め
る
一
方
、
行
政
行
爲
・
行
政
裁

判
所
の
裁
到
に
よ
る
非
訟
事
件
裁
判
所
の
拘
東
、
お
よ
び
そ
の
反
封
の
場
合
を

論
じ
る
。
叉
⑧
訴
訟
事
件
と
の
匠
別
に
お
い
て
は
、
四
つ
の
學
説
、
印
ち
目
的

読
（
ご
δ
こ
国
零
①
o
国
“
ザ
①
O
島
①
β
．
、
）
（
こ
れ
は
更
に
三
分
さ
れ
る
）
客
燈
説

（
U
ざ
噂
b
g
o
犀
詳
ぎ
o
艮
o
昌
、
、
）
手
段
説
（
ご
冨
篭
目
凶
詳
o
一
導
Φ
o
甑
①
冒
．
、
）
實

定
読
（
ピ
帥
o
鳩
も
O
匹
寓
該
㌍
試
駕
富
ロ
自
ぎ
o
昌
O
冒
3
を
検
討
し
、
前
三
読
の

い
ず
れ
に
よ
る
も
す
べ
て
の
場
合
に
通
用
す
る
理
論
的
限
界
を
求
め
る
こ
と
は

出
來
ず
、
限
界
の
探
究
は
唯
爾
手
績
の
本
質
的
特
性
を
指
摘
し
て
そ
の
疑
瓢
の

解
決
に
役
立
つ
に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
。
そ
し
て
何
が
非
訟
事
件
か
は
結
局
實
定
法

に
ょ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
は
實
定
説
が
消
極
的
に
訴
訟
裁
剣
擢



の
管
轄
な
き
場
合
は
す
べ
て
非
訟
事
件
で
あ
る
が
如
き
印
象
を
興
え
る
の
と
は

異
る
。
そ
こ
で
當
然
法
が
何
を
非
訟
事
件
と
す
る
か
の
考
察
が
な
さ
れ
、
そ
れ

と
闘
蓮
し
て
次
の
事
を
論
じ
て
い
る
。
㈲
當
事
者
が
手
績
の
選
繹
を
誤
つ
た
場

合
に
つ
き
、
先
ず
移
逡
か
、
却
下
と
す
れ
ば
管
轄
が
な
い
か
ら
か
叉
は
訴
訟
事

項
で
は
な
い
か
ら
か
の
問
題
を
提
起
し
、
申
立
は
不
適
法
と
し
て
却
下
、
當
事

者
聞
の
管
轄
及
び
移
邊
の
合
意
を
認
め
な
い
と
し
、
㈲
裁
到
所
が
爾
手
績
の
選

鐸
を
誤
つ
て
審
理
し
た
場
合
に
つ
き
、
裁
判
の
敷
果
如
何
、
無
敷
か
取
澗
か
の

間
題
を
提
起
し
て
原
則
と
し
て
無
敷
説
を
と
り
、
⑥
爾
手
績
相
互
の
拘
東
－
前

提
問
題
に
關
す
る
櫨
限
に
つ
き
前
提
間
題
が
訴
訟
裁
判
所
の
管
轄
に
燭
す
る
場

合
中
止
義
務
あ
り
や
、
裁
到
の
相
互
的
拘
東
性
あ
り
や
の
二
間
題
を
提
起
し
、

爾
裁
判
所
は
相
互
に
他
の
裁
判
纏
に
馬
す
る
前
提
問
題
の
裁
判
と
は
無
關
係
で

あ
る
か
ら
、
中
止
催
の
み
存
し
延
期
義
務
は
な
い
と
し
て
、
相
互
の
拘
東
性
も

否
定
し
て
い
る
。
第
三
章
非
訟
事
件
の
法
源
。
ω
ま
ず
ブ
ソ
デ
ス
レ
ヒ
ト
と

ラ
ソ
デ
ス
レ
ヒ
ト
の
關
係
に
つ
き
、
蓮
邦
基
本
法
（
O
O
）
七
四
條
一
・
二
號

か
ら
ブ
ン
デ
ス
レ
ヒ
ト
が
非
訟
事
件
に
つ
き
完
結
的
な
規
律
を
し
て
い
な
い
こ

と
を
指
捕
し
（
例
え
ば
男
Ω
〇
二
〇
〇
條
－
項
、
一
八
九
～
一
九
三
條
等
、
例

外
土
地
登
記
法
f
Ω
溺
Q
ー
）
、
ラ
ソ
デ
ス
レ
ヒ
ト
に
よ
る
規
律
の
飴
地
を
認
め

る
。
ω
次
に
非
訟
事
件
に
關
す
る
中
心
的
法
律
で
あ
る
非
訟
事
件
法
（
以
下

届
φ
Ω
と
略
す
）
、
其
の
他
各
種
の
ブ
ソ
デ
ス
レ
ヒ
ト
を
概
観
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
馨
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
條
乃
至
三
四
條
の
総
則
規

定
は
完
全
（
霞
器
ま
鳳
①
ロ
“
）
且
排
他
的
（
口
縄
蜜
o
霞
富
鴇
財
魯
）
規
定
で
は
な

い
嘉
が
彊
調
さ
れ
て
い
る
。
叉
国
Ω
Q
以
外
の
ブ
ソ
デ
ス
レ
ヒ
ト
中
に
は
補
充

的
な
も
の
と
そ
れ
自
髄
完
結
的
な
法
．
（
例
え
ぱ
O
国
O
）
と
が
あ
る
と
し
て
こ

れ
を
説
明
し
て
い
る
。

紹
介
と
批
評

第
二
編
は
非
訟
事
件
の
機
關
に
つ
い
て
第
四
章
か
ら
第
十
一
章
迄
の
八
章
か

ら
な
る
。

第
四
章
で
は
本
編
で
取
扱
う
機
關
を
概
観
し
て
い
る
。
非
訟
事
件
を
取
扱
う

の
は
主
と
し
て
裁
判
所
で
あ
る
か
ら
（
周
Ω
Ω
一
條
）
五
章
か
ら
八
章
迄
を
こ
れ

に
あ
て
、
九
章
で
公
謹
人
、
十
章
で
そ
の
他
の
官
隠
を
読
明
し
て
い
る
。
第
五

章
　
非
訟
事
件
裁
到
所
の
構
成
。
ω
裁
判
所
法
施
行
法
二
條
の
規
定
に
も
拘
ら

ず
、
原
則
と
し
て
普
通
裁
判
所
が
非
訟
事
件
裁
判
所
と
な
る
爲
、
O
〈
O
の
規

定
が
非
訟
事
件
裁
判
所
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
、
こ
れ
は
蜀
器
が
當
然
の
こ

と
と
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
（
例
え
ば
閥
φ
〇
三
〇
條
を
み
よ
）
。

從
つ
て
裁
到
所
の
購
成
国
8
0
言
虐
目
0
『
、
事
務
の
配
分
、
許
議
裁
決
に
つ
い
て

は
、
O
＜
O
が
準
用
さ
れ
る
。
③
非
訟
事
件
の
裁
鋼
官
に
つ
い
て
も
、
裁
到
官

の
費
格
と
そ
の
職
務
上
お
よ
ぴ
身
分
上
の
猫
立
の
黙
で
O
く
O
の
準
用
を
認
め

て
い
る
。
更
に
そ
の
職
務
義
務
蓮
反
の
責
任
に
つ
い
て
、
裁
男
官
の
特
樒
に
闘

す
る
民
法
八
三
九
條
－
項
が
適
用
な
く
同
條
1
・
1
項
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
リ
　
　
　
セ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
セ
　
　
　
う
　
　
ヨ
　
　
　
ヨ
　
　
　
せ

い
る
。
こ
れ
は
同
條
－
項
の
q
き
o
出
が
法
的
紛
學
を
裁
到
し
審
級
を
絡
ら
せ

セ

る
も
の
の
み
を
意
昧
す
る
か
ら
で
あ
り
、
從
つ
て
、
訴
訟
非
訟
事
件
（
所
謂
眞

正
訴
訟
事
件
）
で
審
級
を
終
結
す
る
裁
到
な
る
場
合
は
本
項
が
適
用
さ
れ
る
と

い
う
。
⑧
更
に
奔
訟
事
件
を
司
る
裁
判
官
と
し
て
、
司
法
補
助
官
（
国
⑦
魯
参

葛
o
瞬
2
）
閃
鼠
①
β
の
公
謹
人
（
乞
o
冨
H
o
）
、
お
よ
び
ミ
庁
＄
日
げ
o
黄
の

公
謹
人
（
国
o
臥
鼻
き
富
器
）
に
言
及
し
、
限
定
さ
れ
た
範
園
で
設
置
さ
れ
る
非

訟
特
別
裁
判
所
を
観
明
す
る
。
第
六
章
　
非
訟
事
件
裁
判
所
の
事
物
管
轄
。
ω

概
念
を
提
示
し
、
非
訟
事
件
の
第
一
審
裁
判
所
で
あ
な
簡
易
裁
判
所
（
卜
目
富
－

筑
o
鼠
包
許
）
と
地
方
裁
到
所
（
ピ
聾
α
槻
R
ざ
鐸
）
に
封
す
る
、
お
よ
び
同
一
裁
到
所

内
の
異
つ
た
構
成
と
使
命
を
も
つ
部
（
O
O
肩
き
算
α
壱
8
）
間
に
お
け
る
事
務

七
一

（
一
一
〇
幽
二
）



紹
介
と
批
詐

の
配
分
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
從
つ
て
非
訟
事
件
と
訴
訟
事
件
と
の
匠
別
の

問
題
（
事
物
管
轄
は
同
一
手
績
内
で
問
題
と
な
る
鮎
で
異
る
）
や
職
分
管
轄
と

は
嚴
に
旺
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
働
事
物
管
轄
の
配
分
に
つ
い
て

曇
刷
の
管
轄
権
（
国
凝
鶴
暁
蜜
扇
鼠
且
蒔
騨
Q
農
）
は
原
則
と
し
て
簡
易
裁
判

所
に
あ
る
が
、
最
近
の
法
律
中
に
は
、
地
方
裁
判
所
に
或
い
は
訴
訟
物
の
贋
額

に
よ
り
双
方
の
何
れ
か
に
管
轄
を
認
め
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
⑧

霧
物
響
轄
蓮
反
の
敷
果
に
つ
い
て
は
、
通
読
が
無
敷
説
を
と
る
に
反
し
取
潰
説

を
と
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
通
設
が
事
物
管
轄
の
範
園
の
鮎
で
著
者
と
は
異
る
爲

で
あ
る
。
第
七
章
　
非
訟
事
件
裁
到
所
の
土
地
管
轄
。
ω
概
念
を
規
定
し
、
事

物
管
轄
あ
る
い
ず
れ
の
裁
到
所
が
具
鎧
的
場
合
に
裁
判
権
限
を
も
つ
か
の
問
題

で
あ
る
と
し
、
次
に
働
土
地
管
轄
の
遽
結
鮎
と
し
て
種
々
の
も
の
を
畢
げ
る
。

⑧
土
地
管
轄
の
手
績
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
四
事
項
を
瞼
討
し
結
論
し
て
い

る
。
㈹
強
行
規
定
故
職
権
で
顧
慮
さ
れ
當
事
者
の
合
意
が
出
來
な
い
。
⑧
移
逡

（
〈
窪
箋
o
貯
旨
鯨
）
は
、
管
轄
催
な
き
裁
到
所
よ
り
管
轄
櫨
の
あ
る
裁
判
所
へ

の
事
件
の
逡
致
で
あ
る
融
で
移
輔
（
＞
ご
嶋
喜
o
）
と
異
り
、
原
則
と
し
て
許
さ

れ
な
い
が
、
管
轄
が
恒
庭
し
て
も
事
情
墜
更
に
よ
り
管
轄
権
な
き
裁
到
所
に
取

扱
わ
せ
る
の
が
姜
當
な
場
合
に
行
わ
れ
る
移
韓
（
ト
げ
瞬
ぎ
o
）
は
出
來
る
。

③
複
数
の
裁
到
所
の
管
轄
権
が
競
合
す
る
場
合
「
先
行
管
轄
」
（
〈
9
鵯
蒲
璽

農鼠民

碗ぎ

答
）
が
認
め
ら
れ
、
仙
の
裁
判
所
の
管
轄
権
は
失
わ
れ
る
。
⑪

管
轄
の
雫
い
は
共
通
の
上
級
裁
鋼
所
が
管
轄
す
る
。
管
轄
の
指
定
は
職
権
に
よ

り
先
ず
法
律
に
照
ら
し
次
に
合
目
的
性
の
観
融
か
ら
こ
れ
を
行
い
す
べ
て
の
裁

到
所
を
拘
東
し
取
溜
し
得
な
い
。
ω
土
地
管
轄
な
き
裁
到
所
の
行
爲
（
国
Ω
φ
七

條
は
か
か
る
行
爲
を
無
敷
で
は
な
い
と
す
る
が
同
條
の
行
爲
の
内
に
實
際
に
最

も
重
要
な
受
動
的
態
様
に
お
け
る
裁
到
所
の
行
爲
ー
相
績
放
棄
の
慧
見
表
示

七
二
　
　
（
一
一
〇
四
）

の
受
領
等
－
恭
含
ま
れ
る
か
を
論
じ
て
い
る
）
も
合
目
的
性
と
法
的
安
定
性

の
熟
か
ら
無
敷
で
は
な
い
が
、
蜀
Ω
Ω
七
條
は
無
管
轄
を
治
癒
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
上
訴
に
よ
る
取
滑
に
つ
い
て
は
、
通
読
が
著
者
の
學
説
ぱ
管
轄
擢
な

き
裁
判
所
の
行
爲
を
無
敷
と
す
る
砧
で
国
Ω
〇
七
條
の
趣
旨
を
没
却
す
る
と
し

て
遡
及
敷
を
否
定
す
る
に
反
し
レ
ソ
ト
と
共
に
遡
及
敷
を
認
め
て
い
る
。
第
七

章
裁
到
官
の
除
斥
と
忌
遽
。
ω
除
斥
の
概
念
を
説
明
し
、
閑
O
と
比
較
し

て
、
除
斥
原
因
が
異
る
こ
と
、
忌
避
権
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
は
法

治國

家
の
要
講
に
適
合
し
な
い
と
し
、
從
つ
て
非
訟
事
件
の
新
し
い
特
別
法
が
、

除
斥
・
忌
避
に
つ
き
N
可
O
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
③

次
に
閨
Ω
〇
六
條
の
除
斥
原
因
の
解
糧
論
を
展
開
す
る
。
重
要
な
の
は
同
條
－

項
ユ
貌
の
「
當
事
者
」
「
開
與
」
（
閃
①
8
島
箸
8
ぼ
）
は
、
賓
質
的
（
そ
の
法

律
上
の
地
位
が
裁
判
に
よ
り
直
接
影
響
を
う
け
る
者
）
且
つ
形
式
的
（
申
立
人
抗

告
人
と
し
て
手
績
に
關
與
し
た
も
の
）
當
事
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
事
、
「
闘

與
」
に
よ
り
裁
到
官
を
除
斥
す
る
爲
に
は
間
接
的
利
釜
で
は
足
り
な
い
（
理
由

と
し
て
除
斥
可
能
の
範
園
の
確
定
が
困
難
と
な
る
）
と
し
て
い
る
顯
で
あ
る
。

⑧
困
O
に
忌
避
な
ぎ
庭
か
ら
、
裁
到
官
に
偏
頗
の
虞
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る

同
遜
に
言
及
し
、
悶
Ω
〇
六
條
－
項
に
評
霞
日
と
あ
る
の
は
目
島
と
解
す

ぺ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
裁
到
官
の
職
務
に
つ
き
「
内
心
の
無
關
與
」

（
首
話
富
q
B
冨
霊
崇
讐
8
甘
）
が
本
質
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。

㈲
除
斥
又
は
同
避
の
裁
判
官
の
行
爲
は
無
敷
で
は
な
い
が
取
漕
し
う
る
と
し
て

い
る
。
第
九
章
公
謹
人
。
ω
先
ず
そ
の
地
位
に
つ
き
、
㈲
公
務
員
と
す
る
か

自
由
職
業
と
す
る
か
、
㈲
純
粋
に
公
謹
人
の
職
務
の
み
を
行
わ
せ
る
か
、
叉
は

辮
護
士
の
資
絡
を
も
象
ね
う
る
と
す
る
か
、
の
二
つ
の
基
準
を
提
示
し
（
司
法

が
ラ
ン
ト
に
委
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
こ
の
二
つ
の
基
準
が
色
々
に
趙
合
わ
さ



つ
て
各
邦
各
別
に
公
謹
人
制
度
が
登
達
し
た
と
し
て
い
る
）
、
ブ
ソ
デ
ス
レ
ヒ

ト
に
ょ
る
と
自
由
職
業
（
こ
こ
で
公
務
員
と
の
匠
別
を
論
い
て
い
る
）
で
あ
り

純
棒
の
公
謹
人
で
あ
る
（
こ
こ
で
純
粋
の
公
謹
人
の
原
則
に
勢
す
る
例
外
を
翠

げ
て
い
る
）
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
に
③
公
讃
人
の
職
務
追
行
上
の
獅

立
性
、
委
任
者
と
の
法
律
關
係
、
職
務
を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
の
不
自
由
等

が
論
じ
ら
れ
る
。
職
務
義
務
違
反
の
責
任
に
つ
き
、
公
務
員
で
は
な
い
が
公
の

職
務
を
行
う
が
故
に
、
公
務
員
類
似
の
義
務
と
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
と
し
、

切
O
国
八
三
九
條
を
適
用
す
る
（
ラ
イ
ヒ
公
謹
人
法
二
一
條
）
。
し
か
し
公
務
員

で
は
な
い
か
ら
國
家
の
賠
償
資
任
は
否
定
す
る
。
⑧
更
に
公
讃
人
の
職
務
に
言

及
し
、
主
た
る
職
務
と
し
て
公
正
謹
書
の
作
成
（
国
窪
鱒
日
5
9
飼
）
と
そ
れ
以

外
の
公
謹
（
溺
o
笹
謹
玄
胆
目
愚
ー
認
謹
讃
書
1
を
あ
げ
、
そ
れ
が
公
誼

の
獅
占
（
弱
①
霞
犀
g
ー
身
5
筑
o巨
目
o
圓
o
冒
一
）
を
意
味
し
な
い
と
し
更
に
豫
防
司

法
（
〈
a
8
藁
o
ー
留
閑
①
辞
誌
旨
o
鯨
Φ
）
に
つ
い
て
も
論
じ
、
そ
の
樒
限
外
の

職
務
行
爲
は
無
敷
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
㈲
最
後
に
公
鐙
人
の
除
斥
・
懸
懸
・

回
避
を
論
じ
る
。
第
十
章
非
訟
事
件
に
關
す
る
そ
の
他
の
官
臆
。
非
訟
事
件

の
場
合
訴
訟
察
件
に
お
け
る
よ
り
以
上
に
司
法
機
開
の
負
憺
を
輕
減
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
、
又
事
件
に
精
通
せ
る
行
政
隠
に
取
扱
わ
せ
る
の
が
適
切
な
場
合

が
あ
る
こ
と
が
そ
の
他
の
官
隠
の
必
要
性
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
ブ
ン
デ
ス
レ
ヒ
ト
・
ラ
ソ
デ
ス
レ
ヒ
ト
上
の
諸
機
關
を
列
撃
し
て
い
る
－
第

十
一
章
裁
判
所
聞
、
裁
到
所
と
行
政
臆
間
の
共
助
（
国
8
ザ
誌
－
β
島
ト
ヨ
毬
・

匿
鳳
o
）
、
ω
先
ず
共
助
の
必
要
性
・
概
念
を
読
明
す
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
共

助
を
求
め
る
裁
判
所
に
管
轄
檀
の
あ
る
事
が
必
要
で
、
な
い
場
合
に
は
国
9
甲

富
呂
と
呼
ば
れ
匹
別
さ
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
③
次
に
共
助
の
法
律
上
の
根

擦
を
示
し
、
⑧
共
助
の
手
績
を
読
明
し
、
共
助
は
簡
易
裁
到
所
に
封
し
て
な
さ

　
　
　
　
紹
介
と
挽
距

れ
る
こ
と
、
共
助
の
要
講
は
原
則
と
し
て
拒
絶
し
得
な
い
こ
と
、
拒
絶
し
う
る

や
否
や
に
雫
い
あ
る
時
は
管
轄
高
等
裁
判
所
が
裁
到
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
封
し

て
は
例
外
的
に
蓮
邦
最
商
裁
到
所
に
抗
告
出
來
る
こ
と
等
を
述
べ
る
。

第
三
編
は
當
事
者
に
つ
き
第
十
二
章
か
ら
第
十
五
章
迄
の
四
章
か
ら
な
る
。

第
十
二
章
　
當
事
者
の
概
念
。
ω
民
事
訴
訟
の
當
事
者
が
純
形
式
的
な
も
の

で
あ
る
に
反
し
（
二
當
事
者
封
立
の
な
い
非
訟
事
件
で
民
事
訴
訟
の
當
察
者
概

念
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
得
な
い
が
、
し
か
し
必
要
な
概
念
で
あ
る
と
し
て
い

る
）
非
訟
事
件
手
績
の
そ
れ
は
、
非
訟
事
件
の
特
質
印
ち
「
法
的
監
護
行
爲
」

（
響
o
辟
亀
牙
8
彊
Φ
盛
窪
瞬
ざ
5
と
い
う
面
か
ら
、
形
式
的
（
決
が
申
立
抗

告
穆
を
認
め
て
お
り
且
つ
そ
れ
を
行
使
し
た
者
）
の
み
な
ら
ず
賓
質
的
内
容

（
そ
の
者
の
法
的
地
位
が
裁
判
に
よ
り
直
接
の
影
響
を
う
け
る
者
を
い
う
）
を

も
含
む
必
要
性
を
説
く
事
は
注
目
に
便
す
る
。
働
形
式
的
關
係
人
概
念
の
存
在

に
つ
い
て
異
論
が
な
い
が
、
そ
の
範
園
に
つ
い
て
學
説
は
一
致
し
な
い
と
し
次

の
如
く
結
論
す
る
。
申
立
手
績
で
は
、
㈲
法
に
よ
り
申
立
樒
が
認
め
ら
れ
、
そ

れ
を
行
使
し
た
者
（
こ
の
場
合
に
の
み
貸
質
的
關
係
人
に
非
ざ
る
形
式
的
關
係

人
の
存
在
を
認
め
る
）
、
㈲
法
律
が
申
立
樒
を
明
規
し
な
い
場
合
申
立
を
庭
立

し
た
者
（
但
し
實
質
的
關
係
入
で
な
い
限
り
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
）
を

あ
げ
、
職
確
手
績
で
は
實
質
的
關
係
人
に
し
て
手
績
に
形
式
的
に
關
與
し
た
者

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
邸
ち
形
式
的
關
係
人
概
念
の
規
定
に
賀
質
的
關
係
人
概

念
が
必
要
と
さ
れ
る
事
を
指
摘
す
る
。
實
質
的
開
係
人
概
念
の
範
園
確
定
の
一

つ
の
手
が
か
り
と
し
て
審
問
義
務
（
＞
拶
ま
胃
9
祠
眉
憩
魯
ψ
）
を
あ
げ
、
そ
の

被
審
問
者
は
、
實
質
的
關
係
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
審
問
義
務
は
被

審
問
者
が
自
己
の
法
的
地
位
を
保
護
し
う
る
爲
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
基
づ
く
か
ら
被
審
問
者
が
ト
信
鴇
G
旨
富
窟
琶
9
で
あ
る
と
い

七
三
　
　
（
一
一
〇
五
）



縞
介
と
挽
詐

5
理
由
に
基
づ
く
場
合
を
除
い
て
い
る
。
⑧
次
に
謹
書
制
度
（
q
旨
9
＆
ロ
凝
専

器揖

）
に
お
け
る
當
事
者
概
念
の
純
形
式
性
を
説
く
。
㈲
最
後
に
非
訟
事
件
に

開
す
る
法
律
中
で
當
事
者
概
念
が
何
れ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
各
規

定
の
目
的
よ
り
定
る
も
の
と
し
て
、
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
楡
討
さ
れ
る
の
は

切
9
0
貰
讐
O
冒
と
裁
判
官
の
除
斥
・
代
理
人
に
よ
る
當
事
者
の
代
理
・
受
救

権
の
保
詮
さ
れ
る
當
事
者
・
誼
人
と
當
事
者
の
別
（
正
確
な
事
實
の
探
知
と
い

う
目
的
か
ら
、
形
式
的
關
係
人
で
は
な
い
實
質
的
關
係
人
に
も
詮
人
適
絡
を
認

め
て
い
る
事
に
注
意
Y
當
事
者
と
逡
蓮
名
宛
人
・
閃
0
8
崇
署
碗
と
抗
告
権
・

訴
訟
非
訟
事
件
に
お
け
る
當
事
者
（
此
の
揚
合
は
封
立
二
當
事
者
間
の
み
な
ら

ず
紬
て
の
切
①
8
崇
晩
8
ロ
に
敷
力
を
及
ぼ
す
揚
合
を
除
い
て
形
式
的
關
係
人

概
念
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
は
當
然
）
等
で
あ
る
。
第
十
三
章
當
事
者
能

力
（
形
式
的
當
事
者
能
力
）
と
非
訟
事
件
手
績
能
力
（
評
o
呂
跨
欝
蒔
岸
o
誉
民

訴
の
訴
訟
能
力
に
あ
た
る
）
。
前
者
に
つ
い
て
は
特
に
紹
介
す
る
程
の
事
も
な
い

か
ら
、
こ
こ
で
は
後
者
に
つ
き
紹
介
す
る
。
ω
ま
ず
概
念
の
読
明
に
お
い
て
、
非

訟
事
件
手
績
能
力
は
特
に
職
槽
手
績
に
お
い
て
意
味
を
も
た
ず
、
唯
形
式
を
備

え
た
訴
訟
行
爲
の
提
供
叉
は
受
領
（
＜
o
撃
鼠
霧
曽
霞
①
㎎
聲
β
卑
目
①
3
撃

旨
珍
霧
増
3
8
浮
暫
昌
臼
日
5
磯
O
膨
）
に
つ
き
意
昧
を
も
つ
が
故
に
、
民
事
訴
訟

に
お
け
る
程
の
意
味
を
も
た
な
い
と
し
て
い
る
。
図
訴
訟
能
力
の
認
定
に
つ
い

て
、
電
O
の
規
定
と
民
法
の
行
爲
能
力
の
規
定
の
い
ず
れ
が
準
用
さ
れ
る
か
の

問
題
を
提
起
し
、
結
果
的
に
は
民
訴
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
能
力
者
は
非
訟
事
件

で
も
訴
訟
能
力
者
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
れ
に
封
す
る
若
干
の
例
外
を
撃
げ
る
。

そ
の
際
レ
ソ
ト
が
民
事
訴
訟
法
の
訴
訟
行
爲
能
力
の
方
が
よ
り
近
い
か
ら
と
し

て
前
説
を
と
る
の
に
封
し
若
干
の
疑
問
を
提
し
て
、
結
局
爾
説
の
間
に
は
本
質

的
差
異
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
⑧
最
後
に
訴
訟
能
力
の
敷
果
を
論
じ
、

七
四
　
　
（
一
一
〇
六
）

そ
れ
が
訴
訟
行
爲
の
要
件
で
あ
る
と
共
に
、
申
立
手
績
で
は
訴
訟
要
件
で
あ
る

と
す
る
。
第
十
四
章
共
同
當
事
者
（
民
訴
の
共
同
訴
訟
に
あ
た
る
）
と
從
参

加
。
ω
共
同
當
事
者
に
つ
き
注
意
す
べ
き
は
、
非
訟
事
件
手
績
に
電
〇
六
二
條

（
乞
9
名
Φ
冒
臼
騎
①
o巳
訂
9
黄
o
冒
o
器
o
輝
）
を
準
用
す
べ
き
事
を
主
張
し
て
い
る

鮎
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
説
が
準
用
を
認
め
な
い
の
に
封
し
、
本
條
の
目
的
を
考

慮
し
て
手
績
法
上
の
状
態
が
同
種
の
場
合
に
は
民
訴
法
の
規
定
を
準
用
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
働
非
訟
事
件
に
お
い
て
賞
質
的
開
係
入
は
形
式

的
關
係
人
た
り
う
る
か
ら
、
從
参
加
は
生
じ
な
い
と
し
て
い
る
。
第
十
軍
章

代
理
と
補
佐
。
補
佐
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
省
略
し
、
代

理
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
ω
必
要
的
代
理
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
と
異
り
非

訟
事
件
で
は
各
當
事
者
が
辮
論
能
力
を
有
す
る
か
ら
辮
護
士
張
制
が
一
定
の
場

合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
無
能
力
者
の
必

要
的
代
理
は
取
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
の
代
理
の
許
さ
れ
る
場
合
は
、
行
爲
の
性
質

上
許
さ
れ
る
場
合
と
法
律
の
規
定
に
よ
り
許
さ
れ
る
場
合
と
に
分
け
て
列
撃
さ

れ
て
い
る
。
⑧
代
理
人
た
る
人
（
島
o
娼
o
富
o
昌
留
巴
W
薯
o
峯
B
ぎ
詳
戯
8
雛
）

に
關
し
民
法
＝
ハ
五
條
と
の
關
係
で
、
制
限
行
爲
能
ヵ
者
は
代
理
人
た
り
5
る

や
、
電
〇
七
九
條
で
訴
訟
能
力
を
要
求
さ
れ
る
か
と
い
う
論
争
に
封
し
實
際

的
意
義
を
否
定
し
、
爾
規
定
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
、
後
読
を
と
つ
て
い
る
。
ω

次
に
代
理
槽
授
興
の
様
式
と
し
て
書
面
主
義
を
説
明
し
代
理
構
の
範
園
を
論
じ

る
。
⑤
最
後
に
代
理
権
が
裁
判
所
の
職
権
調
査
事
項
で
、
そ
の
誰
明
に
認
謹
さ

れ
た
委
任
状
が
必
要
な
場
合
を
列
器
す
る
。
無
権
代
理
人
の
行
爲
は
疸
認
な
き

限
り
無
敷
と
す
る
。

　
第
四
編
手
綾
過
程
は
第
十
六
章
か
ら
第
二
十
一
章
迄
の
六
章
を
含
む
。

　
第
十
六
章
　
基
礎
槻
念
。
手
績
過
程
の
内
容
の
概
観
を
し
て
い
る
が
、
著
者



が
こ
れ
を
表
に
示
し
て
い
る
の
で
こ
こ
に
紹
介
す
る
（
表
一
）
。
第
十
七
章
　
手

練
の
開
始
（
原
則
と
し
て
職
樺
手
績
、
例
外
と
し
て
申
立
手
綬
）
。
ω
織
権
手
績

の
場
合
①
申
立
で
行
う
場
合
に
は
明
文
が
あ
る
、
②
必
要
な
場
合
に
は
、
何
時

何
露
で
も
裁
到
所
の
法
的
監
護
行
爲
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
申
立

は
不
要
で
あ
り
、
裁
到
所
の
行
爲
は
當
事
者
の
合
意
に
よ
つ
て
も
排
除
さ
れ
な

い
と
し
て
い
る
。
ω
從
つ
て
裁
判
所
は
申
立
に
拘
束
さ
れ
ず
に
手
績
封
象
を
規

窟
し
う
る
と
し
て
い
る
。
手
績
開
始
の
敷
果
と
し
て
、
㈲
訴
攣
更
の
禁
止
と
㈲

管
轄
の
恒
定
（
窟
む
9
爵
菖
0
3
匡
）
を
撃
げ
る
（
訴
訟
係
驕
の
抗
辮
が
出
來

譲一
手績の段
階

民蜥訟i 非訟事件
手績の開 慮分椹主

1
原
則 として職椹手績。例外的に申立

始。手績 義 手績一この場合に虎分穫主義が通用
劃’象の特 する（公の利盆が後退し私的利益に
定 重顯がおかれる場合）。

裁剣の基
礎となる

辮論主義 職椹主義（申立手績か職椹手綬かは
手績の開始及び手績封象の特定に關

事實の導 する一方，辮論主義か職椹主義かは
入 裁判の基礎となる事實の探知に關す

るから，申立手績でも職椹調査則の
通用する事を明らかにしている）。

裁剣贅料 口頭主義 必要的貢頭辮論なし（裁剣贅料蒐集

礎獲得の 様式は裁剣官に委されている。）

形式
直接主義 限定された意味での直接主義（FGG

12條の意味，即ち，判決裁剣所（執
行裁剣所に封立する）の面前におけ
るロ頭辮論が必要というのではな
く，訴訟贅料の蒐集，護撮調が裁判
所の職穫によりなされるという意昧
であるから，受命，受託裁鋼官によ
る調査は例外とされる。）

當事者關 審問される権利（此の椹利は若干の
與 場合法律上規定される以外は否定さ

るべしとの蓮説に封し，i蕃者はレン
トと共に反封し之を一般的に肯定し
ている）o畢謹手績立會樺なし。

公開 非公開

規律され

羅手績 た撃謹手 職権主義一一自由一な鐙明一

績
畢謹責任 畢謹責任はない（形式立意味一自己
（實質的 の主張した自己に有利な事實の畢謹
意味） 一でも，實質的意昧一営事者に有利

なる事實を立謹しないとその當事者
の負捲となるという意味一でも否定
される）。

自由心謹 自由心謹

紹
介
と
批
詐

る
）
。
⑧
申
立
手
績
で
は
、
裁
判
所
は
申
立
を
待
つ
て
行
禽
す
る
。
ま
ず
申
立
手

績
に
圏
す
る
事
件
を
列
學
し
、
申
立
権
着
・
申
立
の
内
容
・
形
式
を
次
の
よ
う

に
読
明
す
る
。
申
立
の
内
容
形
式
に
つ
い
て
彊
行
規
定
が
な
い
ひ
形
式
に
つ
い

て
男
Q
Q
一
一
條
は
「
客
目
β
魯
～
o
鑑
o
曜
Φ
■
」
と
規
定
す
る
に
過
ぎ
ず
、
内

容
に
つ
い
て
は
N
蜀
〇
二
五
三
條
に
封
感
す
る
規
定
が
な
い
と
し
、
一
定
の
場

合
を
除
き
申
立
は
管
轄
裁
判
所
の
書
記
官
の
調
書
の
記
載
に
よ
る
。
㈲
申
立
の

敷
果
に
つ
き
㈲
手
績
封
象
の
特
定
、
③
訴
饗
更
の
禁
止
が
準
用
さ
れ
な
い
こ
と
、

◎
管
轄
の
恒
定
、
⑪
二
重
係
驕
の
禁
止
等
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
法
が
申
立
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綬
と
職
槽
手
績
の
双
方
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
る
場
合
㈲
に
つ
い
て
は
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ
職
権
手
綾
の
原
則
が
愛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
當
す
る
と
説
く
貼
は
注
目
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要
す
る
。
第
十
八
章
　
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
料
の
蒐
集
ー
職
灌
主
義
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
非
訟
事
件
で
は
申
立
・
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穫
爾
手
績
に
お
い
て
職
権
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
が
要
當
す
る
が
、
調
査
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方
向
、
範
園
は
適
用
規
範
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
構
成
要
件
が
基
準
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叉
調
査
の
順
序
が
定
ま
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
手
績
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
計
聾
性
・
放
恣
を
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
も
の
で
は
な
い
と
読
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
。
從
つ
て
手
績
封
象
に

七
五
　
　
（
一
一
〇
七
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
諦

封
す
る
（
放
棄
認
諾
）
及
び
事
實
に
關
す
る
（
自
白
）
當
事
者
の
虜
分
権
は
な

く
、
飲
席
手
績
も
な
い
。
こ
の
主
義
は
抗
告
審
に
も
要
當
す
る
と
し
て
い
る
。

㈲
申
立
手
績
で
は
例
外
的
に
職
権
主
義
が
當
事
者
の
學
護
責
任
と
競
合
し
又
は

全
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
法
的
根
擦
は
司
Ω
Q
一
』
一
二
條
及
び

各
特
定
規
定
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
訴
訟
非
訟
事
件
に
お
い
て
も
、
職
権
主
義

が
適
用
さ
れ
る
事
を
指
摘
し
て
、
そ
の
根
擦
を
、
立
法
者
が
、
民
事
訴
訟
的
性
格

を
も
つ
に
も
拘
ら
ず
職
槽
調
査
な
る
観
貼
か
ら
非
訟
事
件
に
含
ま
せ
た
黙
に
求

め
る
。
第
十
九
，
章
　
當
事
者
の
尋
問
（
當
事
者
尋
問
で
な
い
事
に
注
意
）
。
ω
法

は
多
く
の
場
合
特
に
裁
到
所
の
裁
到
が
あ
る
い
は
、
身
分
法
上
、
財
産
法
上
の
利

釜
に
影
響
す
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
場
合
、
當
事
者
に
審
問
を
求
め
る
権
利

（
身
ロ
ザ
0
3
月
凝
霧
O
昌
“
O
鮮
捧
ロ
馨
塁
魯
即
急
冨
o
騨
躍
魯
詔
O
①
ま
嬬
）
を

興
え
る
。
法
が
こ
れ
を
規
定
し
な
い
場
合
、
こ
れ
に
封
底
す
る
義
務
が
国
Q
Ω

に
一
般
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
事
む
理
由
に
通
読
判
例
が
こ
の
穫
利
を
否
定
す

る
に
反
し
、
著
者
は
レ
ソ
ト
と
共
に
理
念
的
に
は
近
代
法
治
國
家
の
要
講
、
現

實
的
に
は
O
O
一
〇
三
條
に
そ
の
根
櫨
を
求
め
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。

の
そ
し
て
こ
の
権
利
は
形
式
的
且
つ
實
質
的
に
手
績
封
象
に
關
與
す
る
機
會
を

與
え
る
も
の
で
、
国
宍
甲
一
二
條
に
よ
る
誰
櫨
方
法
と
し
て
の
當
事
者
尋
聞
と

は
異
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
⑧
最
後
に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
列
學

し
て
い
る
（
例
え
ば
手
績
が
急
を
要
す
る
揚
合
そ
の
他
）
。
第
二
十
章
學
謹

手
績
。
①
先
ず
表
一
に
示
し
た
原
則
が
適
用
さ
れ
る
事
を
示
し
、
働
形
式
な
き

調
査
と
、
民
事
訴
訟
の
形
式
を
ふ
ん
だ
鐙
撮
方
法
の
利
用
を
論
じ
て
い
る
。
帥

ち
、
㈲
必
要
な
調
査
の
追
行
は
裁
到
所
の
自
由
で
あ
り
、
何
れ
の
方
法
に
よ
つ

て
も
よ
い
。
⑧
前
者
に
よ
れ
ば
報
告
（
診
‘
鴇
毒
ま
）
を
彊
制
し
得
な
い
が
、

◎
後
者
に
よ
れ
ば
瑠
O
が
準
用
さ
れ
る
。
周
Q
Q
一
五
條
は
宣
誓
當
事
者
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
（
一
一
〇
八
）

問
、
書
謹
、
特
に
公
正
詮
書
の
眞
正
と
讃
明
力
に
關
す
る
国
頃
〇
四
一
五
・
四

三
七
條
の
規
定
を
夙
學
し
て
い
な
い
が
、
勿
論
こ
れ
ら
も
準
用
さ
れ
る
と
し
て

い
る
。
ω
最
後
に
非
訟
事
件
手
績
上
屡
々
規
定
さ
れ
て
い
る
（
特
に
手
績
上
の

重
要
な
事
實
の
詮
明
の
揚
合
）
疏
明
の
意
義
・
適
用
領
域
・
方
法
等
を
論
じ
て

い
る
。
第
二
十
一
章
　
手
績
の
維
了
。
ω
非
訟
事
件
手
績
の
終
了
原
因
と
し
て

裁
到
・
申
立
の
取
下
・
和
解
を
學
げ
、
そ
の
内
最
も
重
要
な
裁
判
に
つ
い
て
は

第
四
編
で
説
明
し
、
こ
こ
で
は
後
の
二
つ
を
論
じ
て
い
る
。
ω
申
立
の
取
下
。

職
権
手
績
と
申
立
手
績
と
に
分
け
、
前
者
の
場
合
（
職
檬
手
績
で
は
緩
絡
な

意
味
で
の
申
立
は
存
在
し
な
い
と
す
る
）
手
績
の
進
行
に
影
響
な
く
、
後
着
の

場
合
手
綾
開
始
の
要
件
を
猷
く
と
し
こ
れ
に
つ
い
て
取
下
権
者
（
多
数
者
が
共

同
し
て
の
み
申
立
て
う
る
揚
合
と
各
人
軍
狗
に
申
立
て
う
る
揚
合
を
分
け
て
い

る
）
取
下
の
相
手
方
（
裁
剣
所
）
と
態
様
（
珍
成
的
意
思
表
示
な
る
故
無
條
件

に
し
て
様
式
な
し
）
、
時
期
（
裁
剣
が
な
い
間
、
訴
訟
非
訟
事
件
で
は
形
式
的

確
定
力
の
蛮
生
迄
）
と
敷
果
（
手
績
の
絡
了
、
中
問
裁
判
の
失
敷
等
）
を
論
じ

る
。
⑧
和
解
。
先
ず
和
解
が
可
能
か
の
問
題
に
封
し
、
非
訟
事
件
に
關
す
る
法

規
よ
り
答
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
各
場
合
を
橡
討
し
て
い
る
。
こ
こ

で
最
近
の
非
訟
事
件
に
關
す
る
法
律
中
で
、
手
績
を
終
了
し
執
行
法
上
の
敷
力

を
も
つ
和
解
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
法
葎
上
和
解
の
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
き
（
こ
れ
ら
の
揚
合
主
と

し
て
N
勺
O
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
）
、
和
解
の
當
事
者
、
穣
式
（
調
書

へ
の
記
載
の
必
宴
性
が
民
訴
の
揚
合
問
題
と
な
つ
て
い
る
が
こ
の
揚
合
は
立
法

で
解
決
さ
れ
て
い
る
）
、
敷
力
（
手
績
の
絡
結
・
民
事
訴
訟
法
上
の
債
務
名
義

と
な
る
事
－
執
行
裁
判
所
は
民
事
訴
訟
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
）
、
敷
力
に
つ
き

雫
い
あ
る
場
合
（
非
訟
手
績
の
綾
行
に
關
す
る
前
提
問
題
で
あ
る
か
ら
非
訟
手



績
で
行
わ
れ
る
と
し
て
い
る
）
等
を
論
じ
て
い
る
。
更
に
法
律
の
規
定
な
ぎ
場

合
手
績
絡
了
の
敷
力
は
あ
る
が
債
務
名
義
と
は
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
當
事
者

の
威
分
権
の
あ
る
法
律
關
係
に
つ
い
て
は
民
法
上
の
和
解
を
認
め
て
い
る
。

　
第
五
編
裁
到
論
は
第
二
十
二
章
よ
り
第
二
十
六
章
迄
の
五
章
よ
り
な
る
。

　
第
二
十
二
章
　
概
読
－
裁
判
の
種
類
。
m
概
読
で
本
編
の
概
観
が
な
さ
れ
る
。

働裁到の

種
類
。
民
事
訴
訟
で
は
判
決
・
決
定
・
命
令
を
匝
別
し
統
一
的
に
使

用
す
る
に
反
し
、
国
φ
φ
で
は
非
訟
事
件
裁
判
所
の
措
置
（
く
o
謹
緋
魯
言
躍
）

殊
に
裁
判
に
つ
き
統
一
的
用
語
が
な
い
（
た
と
え
ぱ
く
Φ
旨
一
魯
ε
β
筑
の
抵
か

磯霞ぱげ

菖
甘
ザ
o
国
費
ロ
臼
g
縄
Φ
p
a
。
曽
誌
魯
9
9
5
吋
Φ
斜
　
卜
β
o
H
曾
－

日
縄
0
ツ
冒
農
富
㎎
O
巨
一
ω
o
器
匡
伊
3
冒
等
）
と
し
＜
R
臥
魯
言
圓
磯
を
上

位
概
念
と
し
て
、
表
二
の
如
き
分
析
を
行
つ
て
い
る
。
そ
し
て
結
局
裁
判
所
の

＜
O
昌
ぱ
馨
毒
瞬
の
う
ち
表
示
行
爲
の
受
領
又
は
公
謹
以
外
の
場
合
で
あ
る
裁

到
は
決
定
で
な
さ
れ
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
更
に
⑧
裁
判
の
形
式
に
つ

い
て
は
、
国
Ω
Q
に
規
定
が
な
く
、
同
法
一
六
條
に
よ
り
閥
接
に
書
面
に
よ
る

よ
う
に
な
る
と
し
、
ω
裁
判
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
抗
告
審
の
裁
到
に

つ
い
て
だ
け
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
法
規
を
例
示
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

勿
論
第
一
審
の
裁
判
に
も
理
由
は
附
し
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
が
。
⑤
最
後
に

手
績
裁
判
（
弓
8
器
㌣
o
島
・
〈
o
議
櫛
詳
同
o
冨
o
■
富
o
ザ
o
置
g
o
竜
o
垣
）
（
民
訴
の
訴

訟
剣
決
）
は
訴
訟
非
訟
事
件
叉
は
申
立
手
績
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
十
三
章
庭
分
の
敷
力
と
形
式
的
確
定
力
。
ω
印
ち

裁
到
の
敷
力
、
法
が
非
訟
事
件
の
裁
判
に
附
し
た
實
薩
上
手
績
上
の
敷
力
は
原

則
と
し
て
、
そ
の
内
容
の
向
け
ら
れ
た
者
鄙
ち
申
立
人
、
抗
告
人
・
賓
質
的
關
係

人
等
へ
の
告
知
（
一
W
爵
碧
暮
彗
器
ど
ロ
の
）
（
そ
の
方
法
は
問
O
O
一
六
條
）

に
よ
り
生
じ
る
と
し
、
別
に
例
外
的
に
、
裁
判
所
の
行
爲
に
よ
り
直
ち
に
敷
力

郭
介
と
批
詐

措置（Verrlch加og）

豪
二

　　　　　　表示行為：の受領
（E轟tgege既聡ahmev・蹴Erk皇蕊r“隔gen）

　　　裁判所の行為
（GericbtlicLes　Ha馳dd馳）

　　手続進行中の裁判所の行’為
（gerichthches　Ha跳deh　im　Verlauf　eines
　　　＿，，ブ、、．　　　　　　　　Verfahren乳）

公正証書に関する行為
《Ur駕u馳dst釜tigkeit）

七
七

　　　　　　訴訟指揮の為の命令　　　　事実行為　　　　手続対象に関する処分
二（P7・2eβ亘eite爺deAn・rd籍劇（H闘dhngtats釜chh盤）羅．鉛藩臨e

、ズ　　　　　　　　　　　　　　　　　Verf観9“脆gen》

　　　　終局裁判
（Endentscheid鴨馳gen》

　　　　　中間処分
（Zw量scぬenver飾gongen》

一
〇
九
V



称
介
と
批
誇

の
生
じ
る
場
合
（
更
に
二
分
し
當
事
者
の
傑
護
必
要
の
爲
に
認
め
み
れ
る
場
合

と
、
登
記
の
如
き
場
合
と
を
各
別
に
説
明
す
る
）
と
形
式
的
確
定
力
を
待
つ
て

生
じ
る
場
合
（
こ
れ
も
二
つ
に
分
け
て
読
明
し
て
い
る
）
と
を
説
明
す
る
。
③

敷
力
を
蛋
生
し
た
裁
判
は
當
事
者
閻
の
み
な
ら
ず
、
封
世
的
敷
力
を
有
す
る

が
、
必
ず
し
も
狭
い
意
味
の
執
行
と
ば
結
合
し
な
い
と
し
て
い
る
。
⑧
次
に
裁

判
の
敷
力
の
關
係
で
形
式
的
確
定
力
を
取
上
げ
る
。
先
ず
概
念
（
こ
こ
で
不
可

愛
更
性
q
醤
げ
甥
冒
盆
昌
ざ
ザ
犀
o
騨
、
既
判
力
、
他
の
官
雇
の
虚
分
の
拘
束
性
と

の
匹
別
を
論
じ
て
い
る
）
を
始
め
と
し
、
襲
生
の
要
件
、
確
定
鐙
明
を
論
じ
、

形式的

確
定
力
の
意
義
に
及
ぶ
。
形
式
的
確
定
力
は
裁
判
を
付
與
し
た
裁
判
所

に
よ
る
そ
の
饗
更
を
排
除
し
（
周
O
O
　
一
八
條
－
項
通
説
）
、
既
到
力
の
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
要
件
と
な
る
。
第
二
十
四
章
　
庭
分
の
簗
更
、
裁
到
所

が
す
る
自
己
の
裁
到
の
饗
更
。
ω
屍
分
憂
更
が
可
能
か
否
か
、
可
能
と
す
れ
ぽ

そ
の
範
園
如
何
に
つ
い
て
（
肯
定
読
、
否
定
説
共
に
充
分
な
理
由
あ
り
と
し
理

由
を
列
畢
し
て
い
る
）
は
、
そ
の
時
々
の
事
態
を
正
し
く
規
律
す
る
利
釜
よ
り

國
家
行
爲
の
法
的
持
練
性
が
よ
り
大
切
で
あ
る
か
否
か
に
係
る
と
し
、
非
訟
事

件
の
民
事
訴
訟
に
封
す
る
目
的
の
相
蓮
か
ら
前
者
を
よ
り
商
く
詐
債
し
て
い

る
。
そ
し
て
㈲
始
め
か
ら
不
適
法
で
あ
つ
た
場
合
と
、
⑧
事
情
の
攣
更
に
よ
り

不
適
法
に
な
つ
た
場
合
を
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
働
㈲
に
つ
い
て
。
国
O
O

一
八
條
か
ら
憂
更
の
権
利
と
共
に
義
務
を
も
引
出
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
に
封

し
申
立
蜜
項
に
？
き
一
八
條
－
項
後
段
の
場
合
と
か
（
却
下
に
よ
り
申
立
は

お
旨
轟
き
犀
さ
れ
て
い
る
）
、
郎
時
抗
告
に
服
す
る
か
、
形
式
的
確
定
力
あ

る
裁
到
（
通
説
は
反
封
y
等
の
一
般
的
例
外
と
時
的
制
限
（
法
律
行
爲
の
有
敷

な
る
爲
必
要
と
す
る
虞
分
の
数
力
登
血
後
は
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
否
定
ー

肇
匠
五
條
ー
、
裁
列
の
統
一
性
函
O
O
3
“
ψ
唱
月
O
O
ザ
β
躍
ロ
O
置
『
O
饗
の
見
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
八
　
　
（
｝
一
一
σ
）

か
ぢ
再
抗
告
の
な
さ
れ
た
場
合
－
二
九
條
ー
項
－
等
）
を
示
し
、
威
分
簗
更
の

管
轄
（
第
一
審
裁
鋼
所
ー
周
Q
O
一
八
條
1
）
、
敷
果
を
論
じ
る
。
敷
果
に
つ
い

て
は
特
に
遡
及
敷
を
問
題
と
す
る
。
明
文
の
規
定
あ
る
場
合
と
し
て
第
三
者
の

権
利
保
謹
の
爲
に
遡
及
敷
を
排
除
す
る
蜀
O
O
…
篠
、
遡
及
敷
を
認
め
て
い

る
六
一
條
を
あ
げ
、
問
題
は
明
文
の
規
定
な
き
場
合
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
印

ち
澗
極
的
庭
分
を
積
極
的
慶
分
に
墜
更
す
る
場
合
に
事
物
の
性
質
上
遡
及
敷
を

認
め
ず
、
積
極
的
慮
分
の
積
極
的
饗
更
及
び
溜
極
的
焚
更
に
は
、
哩
Ω
〇
三
二

條
の
不
遡
及
の
考
え
方
を
導
入
し
て
い
る
。
部
ち
礎
分
の
信
頼
利
釜
が
適
正
な

露

分
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。
⑧
．
⑧
に
つ
い
て
。
こ
の
場
合
に
も
墜
更
の
槽

利
と
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
法
が
規
定
す
る
各
場
合
を
例
示
し
て
い
る
が
、
法

律
の
規
定
が
な
く
て
も
、
墜
更
の
槽
利
と
義
務
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
、
纏
績

的
規
律
を
含
む
庭
分
に
つ
い
て
は
特
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
。
次
の
も
の
を
學

げ
る
。
ま
ず
攣
更
可
能
性
の
例
外
と
し
て
、
一
般
的
な
も
の
と
し
て
局
Ω
〇
一

八
條
－
項
後
段
の
場
合
を
學
げ
る
に
反
し
、
即
時
抗
告
で
取
澗
し
う
る
裁
判
形

式
的
確
定
力
あ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
墜
更
可
能
と
し
て
い
る
謡
は
注
意
を
要
す

る
。
し
か
し
訴
訟
菲
訟
事
件
に
お
い
て
は
、
翫
到
力
と
の
關
係
を
問
題
と
し

て
、
か
か
る
墜
更
は
曙
〇
三
一
ご
一
條
の
認
め
る
範
園
で
の
み
可
能
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
次
に
時
的
制
限
と
し
て
岡
O
O
五
五
條
、
二
九
條
－
項
を
あ
げ
こ

れ
を
読
明
し
て
い
る
。
管
轄
裁
判
所
と
し
て
第
一
審
裁
判
所
を
學
げ
、
攣
更
の

敷
果
は
性
質
上
將
來
に
向
つ
て
の
み
認
め
て
い
る
。
第
二
十
五
章
威
分
の
臨

到
力
。
ω
法
は
非
訟
事
件
に
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
明
規
し
て
い
な

い
。
そ
こ
で
こ
れ
に
理
論
上
答
え
る
必
要
が
生
じ
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

三
つ
の
學
説
、
㈲
原
則
と
し
て
肯
定
す
る
説
－
法
的
安
定
性
の
見
地
よ
り
ー
、

⑧
原
則
と
し
て
否
定
す
る
説
！
レ
ン
ト
が
こ
れ
を
と
り
、
非
訟
事
件
で
既
列
力



ぱ
不
必
要
で
あ
り
、
訴
訟
事
件
に
お
け
る
が
如
ぎ
機
能
を
果
し
得
な
い
と
し
て

い
る
f
、
⑥
各
場
合
に
つ
き
異
る
と
す
る
説
を
畢
げ
る
）
、
そ
の
爲
、
爾
手
績

に
お
け
る
裁
到
の
性
質
を
比
較
し
、
既
到
力
の
制
度
が
一
般
的
に
非
訟
事
件
に

移
し
得
な
い
が
、
唯
㈲
訴
訟
非
訟
、
⑧
そ
れ
に
類
似
し
た
も
の
、
⑨
特
殊
な

理
由
か
ら
一
同
的
裁
到
を
必
要
と
す
る
も
の
に
の
み
認
め
て
い
る
。
③
そ
こ
で

弐
に
既
釧
力
の
認
め
ら
れ
る
事
件
の
範
園
を
列
學
し
、
既
判
力
の
範
園
を
論

じ
、
こ
れ
に
人
的
範
園
・
物
的
範
園
・
職
権
に
よ
る
顧
慮
等
に
關
す
る
民
事
訴

訟
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
⑧
最
後
に
、
法
が
翫

到ヵに

つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
位
で
あ
る
か
ら
再
審
に
つ
い
て
も
規
定
が
な

い
が
、
既
到
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
再
審
に
つ
い
て
も
民
訴
の
規
定
の
準

用
さ
れ
る
事
を
説
い
て
い
る
。
第
二
十
六
章
裁
到
所
の
威
分
の
執
行
性
。
ω

ま
ず
民
事
訴
訟
と
比
較
し
て
非
訟
事
件
で
は
國
家
に
よ
る
法
的
監
護
行
爲
が
特

質
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
多
種
多
様
で
あ
る
か
ら
、
民
訴
に
お
け
る
が
如
く

給
付
判
決
な
ら
執
行
し
う
る
と
い
う
よ
う
な
一
括
的
な
規
律
は
出
來
な
い
と
し

て
執
行
性
あ
る
描
置
（
＜
O
H
旨
o
鐸
琶
0
屯
）
は
極
く
一
部
で
あ
る
こ
と
（
執
行

し
得
な
い
行
爲
と
し
て
①
そ
の
性
質
上
執
行
し
得
な
い
も
の
1
例
え
ば
謹
書
行

爲ー

②
そ
の
内
容
上
執
行
し
得
な
い
も
の
ー
櫨
利
形
成
的
裁
判
1
③
非
訟
事
件

の
裁
鋼
が
私
法
上
の
請
求
穫
の
邉
求
を
準
備
す
る
の
み
で
そ
の
追
求
は
民
事
訴

訟
に
よ
り
な
さ
れ
る
場
合
例
え
ぱ
後
見
人
の
報
酬
確
定
盧
分
等
を
列
畢
し
て
い

る
）
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
本
來
の
非
訟
事
件
と
訴
訟
非
訟
事
件
に
お
け
る
露

分
の
執
行
性
を
匠
別
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
各
場
合
を
説
明
す
る
。
③
㈲
前

者
に
つ
き
執
行
し
う
る
行
爲
を
作
爲
・
不
作
爲
・
受
忍
義
務
を
認
め
て
い
る
場
合

に
つ
き
裁
鋼
の
機
能
を
基
準
に
し
て
①
監
督
機
能
②
保
謹
機
能
③
公
沃
機
能
④

輝
明
機
能
に
分
け
て
例
暴
し
、
執
行
裁
到
所
と
底
分
裁
到
所
が
一
つ
で
あ
る
事

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
・
③
執
行
要
件
と
し
て
一
定
内
餐
剛
ち
專
ら
當
事
者
の

意
思
に
係
り
一
般
に
彊
制
し
う
る
作
爲
・
不
作
爲
・
受
忍
を
内
容
と
す
る
債
務

名
義
（
裁
判
所
の
有
敷
な
虚
分
た
る
こ
と
）
を
必
要
と
す
る
と
し
、
⑨
執
行
の
方

法
に
言
及
し
て
い
る
。
強
制
手
段
は
間
接
彊
制
と
し
て
秩
序
罰
（
曾
段
鍾
，

ロ需㌶o

）
を
あ
げ
、
こ
れ
は
執
行
に
先
ん
じ
て
義
務
者
を
威
嚇
す
る
国
霊
讐
。

警冨8

で
国
匡
日
置
鈴
答
壁
濫
や
ご
碇
臥
官
冒
暫
屋
賃
鑑
O
と
は
異
る
こ
と

を
強
調
し
、
そ
の
特
殊
的
性
格
例
え
ば
自
然
人
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
、
同
一
事

項
に
つ
き
敬
同
課
せ
ら
れ
う
る
こ
と
等
を
學
げ
て
い
る
。
直
接
彊
制
と
し
て
執

行
吏
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
張
制
力
（
O
Φ
ミ
”
5
を
學
げ
、
こ
れ
は
物
又
は
人

の
引
渡
又
は
裁
判
所
の
命
令
で
彊
制
力
な
し
に
實
現
さ
れ
な
い
場
合
に
加
え
ら

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
爾
者
の
何
れ
を
選
鐸
す
る
か
は
裁
到
所
の

自
由
で
あ
る
が
、
後
者
は
原
則
と
し
て
最
維
的
手
段
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
⑧

訴
訟
非
訟
事
件
に
つ
い
て
は
目
的
が
法
的
監
護
に
あ
つ
て
も
、
民
事
請
求
椎
が

問
題
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
性
質
上
国
閑
O
に
よ
る
執
行
が
な
さ
れ

る
の
は
當
然
で
あ
る
と
し
、
こ
の
場
合
鴫
O
第
八
章
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

と
す
る
が
、
勿
論
事
件
の
性
質
か
ら
く
る
例
外
は
認
め
る
。
例
え
ば
何
が
債
務

名
義
か
は
非
訟
事
件
に
關
す
る
法
律
で
定
ま
る
。
執
行
裁
判
所
は
非
訟
事
件
裁

到
所
で
は
な
く
簡
易
裁
到
所
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
六
編
は
裁
到
所
の
庭
分
の
取
消
可
能
性
ー
上
訴
に
つ
き
第
二
十
七
章
以
下

第
三
十
二
章
迄
の
六
章
か
ら
な
つ
て
い
る
。

　
第
二
十
七
章
庭
分
の
無
敷
と
取
滑
。
ω
原
則
と
し
て
手
績
法
・
賓
騰
法
違
反

の
非
訟
事
件
庭
分
は
無
敷
で
な
く
上
訴
に
よ
り
取
消
し
う
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

例
外
的
に
無
敷
の
場
合
が
若
干
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
前
者
は
次
章
以
下

で
、
後
者
を
本
章
で
説
明
し
て
い
る
。
働
先
ず
手
績
規
定
蓮
背
に
よ
る
無
敷
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
一
一
一
一
）



紹
介
と
批
評

こ
れ
を
盟
系
的
に
み
る
爲
、
次
の
如
く
場
合
を
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
㈲
裁

到
所
の
構
成
に
關
す
る
規
定
違
反
。
無
敷
説
と
有
敷
説
が
存
在
す
る
が
、
国
勺
〇

五
五
一
條
（
絶
封
的
上
告
理
由
）
匠
七
九
條
（
取
漕
の
訴
提
起
の
理
由
）
は
裁

到
の
取
溜
性
か
ら
出
襲
し
て
お
り
、
こ
れ
は
非
訟
事
件
で
も
同
じ
で
あ
る
と
し
、

除
斥
裁
到
官
の
關
興
も
取
溜
原
因
に
過
ぎ
な
い
か
ら
無
敷
読
は
と
り
得
な
い
と

し
て
い
る
。
⑧
管
轄
規
定
違
反
。
職
分
管
轄
蓮
反
は
無
敷
、
事
物
管
轄
遽
反
に

つ
い
て
は
無
敷
説
た
る
通
設
に
反
封
し
て
有
敷
取
清
可
能
説
、
土
地
管
轄
違
反

は
馨
七
條
で
有
敷
読
を
と
る
。
③
手
績
過
程
中
の
法
律
違
反
。
法
律
上
の

審
問
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
は
重
要
で
は
あ
る
が
無
敷
と
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
貼
は
注
目
に
値
す
る
。
⑧
宜
薩
法
違
反
は
原
則
と
し
て
無
敷
と
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
（
無
敷
読
－
彊
制
的
法
命
令
の
無
硯
ー
、
有
敷
読
－
法
律
行
爲
的
取
引

の
夏
講
1
、
折
衷
説
ー
裁
剣
官
が
意
識
的
に
法
を
無
観
し
た
か
否
か
に
よ
る
ー

の
う
ち
出
登
鮎
と
し
て
は
有
数
論
を
取
上
げ
て
い
る
）
、
無
敷
と
な
る
程
重
大

な
違
背
が
あ
る
か
を
間
題
と
し
、
④
法
自
身
が
無
敷
と
し
て
い
る
場
合
、
⑧
重

要
な
保
護
利
釜
が
無
敷
を
要
求
す
る
場
合
、
⑥
裁
判
所
の
庭
分
の
形
式
が
法
律

に
存
在
し
な
い
場
合
を
無
敷
と
し
て
い
る
。
第
二
十
八
章
非
訟
事
件
の
上
訴

（
概
読
）
。
ま
ず
間
題
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
る
。
④
取
滑
し
5
る
裁
判
の
聞

題
。
局
Ω
〇
一
九
條
を
引
用
し
第
一
審
の
裁
剣
に
封
し
地
方
裁
鋤
所
が
（
抗
告
）
、

抗
告
審
の
裁
到
に
封
し
高
等
裁
判
所
が
（
再
抗
告
）
裁
到
す
る
。
⑧
提
起
期
間

の
問
題
。
抗
告
、
再
抗
告
と
も
に
原
則
と
し
て
期
間
の
制
限
が
な
く
、
例
外
と

し
て
郎
時
抗
告
（
扁
四
日
）
郎
時
再
抗
告
が
あ
る
。
③
上
訴
裁
判
所
の
調
査
穫

の
範
團
。
抗
告
の
場
合
更
新
権
が
認
め
ら
れ
．
新
し
い
事
實
と
新
し
い
謹
振
に

基
づ
い
て
裁
判
出
來
る
と
す
る
が
抗
告
申
立
人
の
不
利
釜
に
攣
更
し
5
る
か
の

疑
問
を
提
し
て
い
る
。
再
抗
告
審
は
怯
律
審
で
あ
る
。
⑨
移
審
の
敷
果
（
国
＜
o
・

八
O
　
　
（
爵

二
）

冒
寓
ぎ
庸
①
蓉
）
。
但
し
第
一
審
裁
判
所
の
再
考
の
絵
地
を
認
め
て
い
る
。
⑧
確

定
遽
断
の
敷
果
（
望
馨
①
宏
貯
O
鴫
O
蓉
）
。
原
則
と
し
て
抗
告
・
再
抗
告
の
提

起
は
庭
分
の
敷
力
譲
生
を
延
期
し
な
い
が
、
慶
罰
を
規
定
す
る
庭
分
に
封
す
る

抗
告
は
遮
断
敷
を
も
つ
と
し
て
い
る
。
⑧
審
級
の
問
題
。
第
一
審
が
簡
易
裁
判

所
・
抗
告
審
が
地
方
裁
到
所
・
再
抗
告
審
が
高
等
裁
到
所
．
器
Q
二
八
條
I
I

項
に
よ
る
蓮
邦
最
高
裁
判
所
。
⑨
上
訴
審
手
績
の
問
題
。
馨
の
規
定
が
完

全
な
も
の
で
な
く
、
特
別
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
特
別
規
定
が
補
充

性
を
も
つ
の
か
否
か
は
解
羅
上
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
各
場
合
に
つ
き
瞼
討
し

て
い
る
。
第
二
十
九
章
抗
告
。
本
章
で
は
抗
告
の
許
さ
れ
る
場
合
、
提
起
、

手
績
、
裁
判
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ω
抗
告
の
許
さ
れ
る
場
合
。
器
Q
一
九
・

二
〇
條
か
ら
、
「
第
一
審
裁
判
所
の
庭
分
に
よ
り
そ
の
権
利
を
浸
害
さ
れ
た
者
」

に
認
め
ら
れ
る
と
し
、
㈲
「
庭
分
」
に
つ
い
て
①
そ
の
性
質
上
叉
は
法
律
上
そ

の
取
消
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
、
外
的
に
敷
果
を
及
ぼ
す
裁
到
所
の
総
て
の
威

分
で
、
絡
局
、
中
間
い
ず
れ
の
庭
分
で
あ
つ
て
も
よ
く
、
手
績
法
叉
は
實
盟
法

い
ず
れ
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
も
よ
く
、
申
立
を
認
め
る
も
の
叉
は
認
め
な
い

も
の
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
こ
と
、
②
慶
分
が
付
與
o
昌
器
器
冒
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
③
庭
分
の
封
象
が
存
在
す
る
こ
と
等
を
あ
げ
て
い
る
。
⑧
「
灌
利
」
に
つ

き
、
實
膣
権
か
、
適
切
な
審
理
を
求
め
る
手
績
上
の
権
利
か
、
利
釜
か
、
の
問
題

を
提
起
し
、
實
睦
構
の
侵
害
を
重
覗
し
、
例
外
的
に
申
立
手
綾
で
形
式
的
不
服
利

釜
臨
8
目
o
目
o
財
8
魯
暑
R
を
認
め
る
。
一
般
に
適
切
な
審
理
を
求
め
る
手

績
上
の
権
利
は
そ
れ
が
實
豊
灌
に
影
響
す
る
限
り
で
問
題
と
さ
れ
る
と
し
通
読

に
反
封
し
て
い
る
。
⑥
「
侵
害
」
に
つ
い
て
そ
れ
が
直
接
か
否
か
を
論
じ
て
い

る
。
更
に
例
外
的
な
場
合
と
し
て
訴
訟
無
能
力
者
の
場
合
、
法
定
代
理
人
に
よ

る
代
理
行
使
と
は
別
に
、
法
定
代
理
人
は
自
己
の
抗
告
穫
を
も
ち
、
更
に
官
磨
、



公
巽
團
艦
、
公
謹
人
等
に
法
が
抗
告
槽
を
認
め
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
諭

じ
て
い
る
。
⑧
抗
告
の
提
起
。
こ
こ
で
は
抗
告
の
名
宛
人
と
し
て
第
一
審
裁
到

所
叉
は
抗
告
裁
到
所
、
形
式
と
し
て
抗
告
書
の
提
出
（
悶
φ
Ω
一
コ
條
夏
項
）
、
第

一
審
叉
は
抗
告
裁
判
所
の
書
記
官
の
調
書
へ
の
記
載
、
内
容
と
し
て
抗
告
人
の

明
確
性
、
封
象
と
な
る
威
分
、
抗
告
の
意
思
あ
る
こ
と
、
一
定
の
申
立
及
び
理
由

は
不
必
要
な
こ
と
、
敷
果
と
し
て
移
審
の
敷
果
は
あ
る
が
遽
断
の
敷
果
は
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
①
ま
た
取
下
に
つ
い
て
、
抗
告
の
取
下
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
、
取
下
の
表
示
の
相
手
方
は
第
一
審
裁
到
所
叉
は
抗
告
裁
判
所
た

る
こ
と
、
抗
告
審
の
裁
到
が
行
わ
れ
る
迄
可
能
な
こ
と
、
新
た
な
申
立
が
出
來
る

こ
と
、
②
更
に
抗
告
権
の
放
棄
に
つ
い
て
、
放
棄
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
性
質
上
新
た
な
申
立
が
出
來
な
い
こ
と
、
庭
分
付
與
の
前
後
を
問
わ
ず

出
來
る
こ
と
、
當
事
者
間
の
合
意
又
は
一
方
的
な
相
手
方
叉
は
裁
判
所
に
封
す

る
表
示
で
出
來
る
こ
と
等
を
論
じ
て
い
る
。
⑧
抗
告
審
の
手
績
。
抗
告
審
の
手

績
の
性
格
は
「
第
二
の
一
審
」
で
當
事
者
に
更
新
権
帥
琶
ぎ
ぎ
冒
蟹
が
あ

り
裁
判
所
は
新
た
な
調
査
を
行
い
う
る
と
し
、
勿
論
抗
告
裁
到
所
は
第
一
審
の

塵
分
の
手
綾
封
象
に
拘
束
さ
れ
、
叉
申
立
手
績
職
権
手
績
を
問
わ
ず
抗
告
人
の

申
立
に
拘
束
さ
れ
、
不
利
釜
礎
更
は
、
禁
止
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

私
的
利
釜
が
重
要
で
あ
る
手
績
で
は
こ
れ
を
否
定
し
、
公
的
利
釜
の
重
要
な
場

合
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
通
読
と
は
異
る
鮎
に
注
意
。
抗
告
手
績
の
當
事
者
と
し

て
抗
告
人
、
被
抗
告
人
、
抗
告
の
裁
到
に
よ
り
そ
の
権
利
を
害
せ
ら
れ
る
可
能

性
あ
る
者
を
撃
げ
て
い
る
。
更
に
當
事
者
の
審
問
さ
れ
る
権
利
に
言
及
し
て
い

る
。
㈲
抗
告
審
の
裁
判
と
し
て
は
、
裁
判
の
順
序
と
し
て
先
ず
抗
告
の
適
法

性
、
次
に
理
由
の
有
無
の
到
断
を
示
し
、
内
容
と
し
て
決
定
に
よ
り
不
適
法
と

し
て
却
下
、
理
由
な
し
と
し
て
棄
却
、
適
法
且
つ
理
由
あ
る
場
合
、
破
棄
自
判
す

紹
介
と
批
評

る
か
第
一
審
裁
判
所
に
差
庚
し
う
る
と
し
て
い
る
。
差
戻
に
つ
い
て
も
S
噂
〇

五
三
八
・
五
三
九
條
の
規
定
が
馨
に
な
い
庭
か
ら
、
必
要
的
差
戻
は
な
く
、

唯
一
般
的
に
差
戻
が
許
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
更
に
差
戻
の
場
合
下
級
裁
判
所

は
上
級
裁
到
所
の
裁
判
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
併
せ
説
明
し
て
い
る
。
形
式
と

し
て
書
面
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
、
一
定
の
目
的
か
ら
決
定
の
理
由
が
附
せ
ら
れ

る
こ
と
（
法
律
面
と
事
實
面
の
双
方
を
含
む
）
器
Q
一
六
條
に
よ
る
通
知
を

以
て
敷
力
を
叢
生
す
る
こ
と
等
を
指
摘
し
、
更
に
抗
告
裁
到
所
の
裁
到
の
敷
力

の
嚢
生
時
期
の
問
題
を
併
せ
論
じ
て
い
る
。
第
三
十
章
郎
時
抗
告
。
邸
時
抗

告
制
度
を
概
観
し
、
そ
の
通
常
抗
告
に
封
す
る
特
殊
性
を
印
時
抗
告
も
抗
告
の

一
種
で
あ
る
か
ら
、
通
常
抗
告
に
關
す
る
原
則
が
適
用
さ
れ
る
が
、
た
だ
、
第

一
審
裁
判
所
の
攣
更
椹
の
排
除
、
邸
時
抗
告
提
起
の
期
間
、
自
己
の
責
任
な
き

期
間
癬
怠
の
場
合
の
原
駄
同
復
（
零
δ
審
3
坤
塗
①
欝
舞
瞬
甘
ム
①
■
8
ユ
O
q
O
冒

幹
窪
山
）
抗
告
審
の
裁
判
の
敷
力
酸
生
が
形
式
的
確
定
力
の
稜
生
迄
延
期
さ
れ

る
瓢
等
に
求
め
て
い
る
。
次
に
印
時
抗
告
が
如
何
な
る
場
合
に
行
わ
れ
る
か
を

論
じ
て
い
る
。
第
三
十
一
章
再
抗
告
。
①
ま
ず
再
抗
告
制
度
を
概
観
し
、
そ

れ
が
法
律
審
た
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
民
訴
の
上
告
審
が
法
律

審
で
あ
る
理
由
と
同
じ
理
由
印
ち
、
法
の
維
持
、
裁
判
の
統
一
性
を
か
か
げ
て

い
る
。
更
に
再
抗
告
の
原
因
と
な
る
裁
到
と
し
て
抗
告
裁
到
所
の
鰺
局
裁
判
の

他、

絡
局
裁
判
の
前
提
事
瓢
を
解
決
す
る
中
間
裁
判
国
三
器
ぎ
圓
睾
§
富
学

含
β
鱒
を
學
げ
、
再
抗
告
権
者
（
抗
告
の
場
合
と
同
じ
）
に
言
及
す
る
。
、
働
再

抗
告
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
宛
人
は
第
一
審
、
抗
告
審
、
再
抗
告
審
裁

判

所
の
内
何
れ
か
一
つ
で
あ
る
と
し
、
形
式
と
し
て
辮
護
士
に
よ
る
抗
告
書
、

又
は
三
つ
の
裁
判
所
の
何
れ
か
の
書
記
官
の
調
書
へ
の
記
入
を
論
じ
、
期
間
に

つ
き
第
一
審
の
庭
分
が
邸
時
抗
告
に
服
す
る
場
合
は
再
抗
告
も
即
時
再
抗
告
と

八
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紹
介
と
批
誘

な
る
と
し
、
そ
の
他
原
状
同
復
の
敷
果
等
を
論
じ
、
再
抗
告
の
内
容
と
敷
果
を

問
題
と
す
る
。
⑧
再
抗
告
の
手
綾
に
つ
い
て
は
、
事
實
關
係
に
つ
い
て
の
審
理

の
範
園
に
つ
い
て
先
ず
論
じ
法
律
審
で
あ
る
雛
か
ら
事
實
に
關
す
る
到
臨
を
せ

ず
、
抗
告
裁
判
所
が
確
定
し
た
事
實
に
拘
束
さ
れ
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
が
、

そ
れ
も
絶
饗
的
で
は
な
く
、
破
棄
自
到
の
場
合
、
手
績
規
定
違
背
の
あ
つ
た
場

合
等
に
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
亥
に
法
律
關
係
に
つ
い
て
の

審
理
の
範
園
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
べ
て
の
法
規
範
に
つ
い
て
そ
れ
が
適

用
さ
れ
て
い
な
い
か
、
正
し
く
適
用
さ
れ
て
い
な
い
か
の
黙
、
但
し
裁
量
権
の

認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
審
査
槽
は
権
限
喩
越
又
は
裁
量
権
の
濫
用

が
あ
る
か
の
融
（
裁
量
に
つ
い
て
は
種
々
の
場
合
を
論
じ
て
い
る
）
が
問
題
と

な
る
と
し
。
更
に
法
律
違
反
の
裁
到
に
封
す
る
影
響
即
ち
爾
者
の
因
果
關
係
の

必
要
性
（
法
律
に
よ
り
こ
の
因
果
關
係
が
推
定
さ
れ
て
い
る
事
が
あ
る
場
合
を

示
し
て
い
る
）
を
説
き
、
更
に
法
律
違
反
の
あ
る
裁
到
が
他
の
理
由
か
ら
正
し

い
と
さ
れ
る
場
合
そ
れ
を
維
持
す
べ
き
事
を
読
い
て
い
る
。
審
理
権
の
一
般
的

範
園
は
前
慶
分
の
手
績
封
象
及
び
當
事
者
の
申
立
に
拘
束
さ
れ
、
不
利
釜
攣
更

は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
都
。
當
事
者
及
び
そ
の
審
問
に
再
抗
告
人
と
そ
の
相

手
方
の
み
が
嘗
事
者
で
あ
り
實
質
的
當
事
者
概
念
は
問
題
と
さ
れ
な
い
と
し
、

一
定
事
件
に
關
す
る
蓮
邦
最
商
裁
到
所
へ
の
裁
判
の
統
一
性
保
持
の
目
的
か
ら

す
る
移
邊
（
＜
9
置
瞬
o
山
霞
ω
器
富
欝
3
冒
聾
日
“
3
筑
9
ざ
詳
ザ
9
）
等

を
論
じ
て
い
る
。
ω
再
抗
告
裁
到
所
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
抗
告
に
お
け
る
と

ほ
ぼ
同
じ
事
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
第
三
十
二
章
　
再
審
。
国
O
O
に
再
審
規
定
の

な
い
塵
か
ら
こ
れ
を
理
論
的
に
解
決
す
る
爲
、
非
訟
事
件
を
一
ぢ
の
分
野
印

ち
、
訴
訟
非
訟
事
件
と
本
來
の
非
訟
事
件
に
つ
き
各
別
に
楡
討
し
て
い
る
。
そ

し
て
前
渚
に
は
そ
の
性
質
上
国
帽
O
の
再
審
規
定
の
準
用
を
認
め
る
が
、
後
渚

八
二
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四
）

に
つ
い
て
は
再
審
の
可
能
性
を
否
定
す
る
。
た
だ
、
再
審
理
由
の
存
在
は
庭
分

の
攣
更
を
理
由
あ
6
も
の
に
す
る
と
し
て
い
る
。

第
六
編
で
は
第
三
十
三
章
で
費
用
制
度
を
、
第
三
十
四
章
で
救
助
権
を
概
観

し
て
い
る
。

以
上
に
よ
り
極
め
て
不
充
分
で
は
あ
る
が
本
書
の
紹
介
を
絡
る
。

国

　
本
書
に
お
い
て
著
者
は
、
訴
訟
事
件
と
非
訟
事
件
、
本
來
の
非
訟
事
件
と
訴

訟
非
訟
事
件
、
申
立
手
績
と
職
権
手
績
に
つ
き
、
各
々
指
導
原
理
の
異
る
こ
と

を
意
識
し
、
鶴
系
的
論
述
を
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　
し
か
し
本
來
の
非
訟
事
件
と
訴
訟
非
訟
事
件
、
申
立
手
績
と
職
権
手
綾
を
含

む
非
訟
事
件
の
諸
問
題
は
、
非
訟
事
件
の
本
質
の
解
明
に
よ
り
解
決
さ
れ
う
る

で
あ
ろ
う
（
著
者
は
、
第
一
編
で
非
訟
事
件
の
特
質
を
説
明
し
て
い
る
）
。
そ

の
際
非
訟
事
件
の
裁
剣
で
あ
る
決
定
の
性
格
…
が
一
つ
の
手
が
か
り
に
ぱ
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
非
訟
事
件
の
裁
判
が
、
判
決
で
な
く
決
定
に

よ
り
な
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
到
決
と
決
定
が
本
質
的
に
違
う
も
の
で
あ
る
な

ら
、
そ
こ
に
非
訟
事
件
に
本
質
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ

う
か
。
か
か
る
観
馳
か
ら
決
定
の
性
質
が
特
に
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）


